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た
の
は
、怫
蘭
西
語
が
英
國
の 

第十，m

卷

(

ニ
三
.三〕

論：

©

英國m

會
制
度
の
越
原
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1
1三
四〕

：
.論
.

說

蓄

阈會
制
度
の
簾
 

笫
t

號 

一二
 

「

公
用
語
で
あ
っ
れ
丁
度
其
前
の
百
年
の
間
で
あ

る
。

此
の
パ

I 
y

ァ
メ
ン
ト
な
る

言
葉

|

 

画
西
語
の

p
a
n
g
e
n
t
:

ビ
同
じ
言
乘
で

あ
：る

が
、佛

'蘭

西
で
は

1

一

g
e
n
t

ビ
云

ふ
の
は

高
等
裁
判
泣 

•;

で
あ
っ
て
、結

S

1

關
I

f

な
か
^

た
。

現
に

佛
國
革
命
前

に
於
け
る

1

0

S

 

裁
判
，所
は
、

一

國

の
最
高
：
司
法
機
關
で
は

あ

っ
I

れ
f

、立
法
事

業
に
は
携
は

ら
な
か

っ
た 

I

、。
W

だ
古
來
の
慣
例
に
依
っ
て

I

が
新
し
く
法
律
を
發
布
す
る
揚
合
に
は
、巴
坦

5

 

裁
■

の
S

I

す
I

の

響

を

？

け
れ

S

S

效
力
が

2

っ
た
の
で
あ
る
。

.

所

S

々

に

し

て

；巴

i a

高

等

裁

判

所

が

裏

書

を

.
拒

ん

だ

場

合

が

あ

る

。

然

し

_

3 E

が
ど
ぅ
し 

て

も

其

の

法

律

を

發

布

し

や

ぅ

ど

5

ば

、結

局

ば

此

の

高

等

裁

判

所

を

.强

制

し

て

登

錄

を

さ
 

せ

る

f

は

出

來

た

。

是

等

の

こ

.

ビ：
は

佛

蘭

西

苹

命

史

を

.
譲
む

' 

人

の

ょ

く

知

っ

て

居
る
所
で

あ
る

。

:

. 

.

次
に

p
a
r
l
i
a
m
e
n
t

ど
云
ふ
語
の
語
原
を
繹
ぬ
る
と
、此
語
は
本
來
談
話

(

4

を
意
味
し
て
居
る
。
 

十
三

f
紀
頃

ft
R
內
で
は
晚
餐
後

の
雜
談

な
ど
の
意
味
に
此

.の
言
葉

を
弭
ひ
て

居
っ

2 

あ
る

I

後

1. 
一
I
s
年

佛

國

王

世

ど

羅

馬

一

法

王

ィ

ン

く

ゾ

ト

四
？

の

« 

於 

け
る
協
議
會
の
ゃ
ぅ
な

’嚴

«

な

^
會

議

,0
«

に
も
、此
語
を
適
用
し
て

.届
る
。，
英

<國
の
，鴒
年
处

家
等
は
へ
ン
フ
ー

.三
世

_の
時
、前

k
,述
.ベ
た
や
ぅ
に
、國
象
の
疾
苦
を
匡

.救
：せ
ん
が
爲
旗

-
大
寒
.等 

を
召
集
し
た
其
等
の

f

議

に
：：

も
此
語
を
用
ひ

^

の
，で

あ

.、
る

t.
 

parliament 

p. 
7
)。

此
の
如 

く
最
初
の
程
は
庶
，

‘民

，の

代

、表

せ

ら
^:
な
か

.

.つ
た
會

»

其
.他
異
：例
の
會
議
：に

p
a
r
i
i
a
m
e
n
t
a

の
語
を 

用
：ひ
\て
居
た

VJ
れ
ざ
、然
も
忽
ち
習
慣
は

 

一
0

せ

ら
れ
て

^
:國
會

(
p
a
r
l
i
a
m
e
l

日)

と
は 

一
二
九
五
'年 

§

檄
绾
に
從
つ
て

.。組
織
せ
ら
れ
た
る
國
體
で

.あ
つ
て
、其
，れ
ゆ
屢
次
習
慣
的
に
召
集
せ
ら
れ
、而 

「

しV

其
の
同
意
を

«

て
國
王
は

#

令(statuta)

を
造
る
を
得

」
constitutional 

History 

of 

England p. 

7
5
)

'̂
云
ふ
こ
ビ
に
な
つ
^
。

•

n i
l

四

巴

5 1
の

外

-

デ
ィ
、
ッ

I
n

' .
ン

、
グ

：

レ
ノ

ブ

; v
、

v
 

y

ス

；

1

ル
ー
ズ

等

總

て

十

二

の

高

等

魏

0

:

所
が
あ
つ
セ
9

.

;.
':

i

,
、

;
: 

:

;
,ン
：

:

.

屢
I
述
べ
、，た
や
ぅ
穴
、大
貴
族
と
高
僧
は
別
に
貴
族
院
ー
を
駔
織
'し
僧
侶
の
代
表
潜
は
僧
官
會
議 

を
開
い
て
租
税
の
こ
ビ
を
議
し
國
會
か
ら
脫
退

.
し
及
の
で
、結
局
騎
士

.ビ

都
市
の
代
表

0
ご
R
 

大
貴
族
及
び
僧
官
ビ
席
を
列
ね
て
投
票
す
る
こ
.と
を

Jh

め
て
、ク
エ

' 

ス
ト

ミ
ン
ス
タ
ー
の
御
賜 

；

の
會
揚
か

.

.
&
、直
ぐ

.
&：
所
.
"
.の
.
.ク
キ
ス

.
ト
.
ミ
ン
.
.ス：タ
ー

•
ァ
ベ
' 

J

の
僧
：侶
會
_
.議
.
.の
.
部
屋
に
移

-

^
ぐ

ン
 

第
十
五
卷

(
1

ニ
i

)

論
.
'挪

.

.
菌
國
會
雜
度
の
越
麟

 

笫
九
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第

十

五

卷

c

r

三

六

)

.輪

說

英

國

國

會

制

度

.の
：
越
原

 

¥

 ̂

I

…

：

： 

背

太

猢

一

四

v
A
>

?

八
世
の
宗
敎
改
革
の
時
迄
其
處
を

S

に
充
て
て
居
り
た

9

所
が
ヘ
ン
ダ

A

世
は

f

ヮ
ィ
ト
亦

1

ル
.の

新

い
御
殿
に
移
つ

 

; 

>
 

i

 

;

 

一
 

^
 

5 

•
 

7 

,

リ
和

I

:

港
广
ナ

^

て

-L

ン
ト
；
チ

.

I
フ
ン
の
禮
拜
'堂
を
是
等
ニ
猶

.
想
の
會
豉
に
當
て

•か
ひ、：〗

八
2

四

年

A

e

ク
ニ
-

ス

ト

\

 

く
‘

i

、: 

ノ i
:

ヒ
今
グ
ジ

>

て
ク
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

f

の
御
殿
が
焼
け
た
時

迄
矢
張
り
其

.
處
で
會

_

食

開

て

た

。
其
の

1 

‘ 

I

 

:.
.V:: 

J
 

.
:
:
:
: 

チ

.

3

^
炎

*

以
後

^
建
，
-て
#

べ
6

れ
た
の
が
今
の 

大
英
國
國
會
議
事
棠

.で
あ
る
。

.

. 

■ 

V

_

の

”

1

，
|

の

言

S

5

居
る
の
は
-
ニ
七
八
年
の
記
録
で
ぁ
っ
て
成 

民
K
 (

H
o
u
s
e

 

o
f

 

0

0

3

1
 

I

ふ
名
前
は
、初

め

て

一

三

〇

四

年

に

見

え

て
S

る
。

そ

庶
民
院
議
長

(speaker)

の
名
前

?:
渴

/
る

や

ぅ

こ

ぶ

っ

ぐ

.

--

丨

•

-
 

ハ
ぅ
ーなつ
て力ら
の最初
の議長
はサ

ー

•
ト

ー

マ

フ
ノ
ン
ク
ル
フ
ォ

J

で
あ
ら
て
、是
れ
は
一
三
七
七
年
の
國
會

に：
函
長
ぐ

な
っ
た
人
で

あ
る
。

U

ば

！̂

，

,

.

充

て

ら

れ

な

け

れ

ど

も

、國
王
の
便
宜
に
，，應
じ
て
、
ぃ

ろ

く

の

場
 

尸
I

員
力
れ
テ
谢
ち
オ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
ノ
ツ
チ
ン
ガ
ふ
、コ
グ
チ
ン
ト
タ
ー
、グ

.

ス
タ
I

、ョ
 

I

ク
、レ
ス
タ

1

其
他
の

-«

所
ネ
國
會

0

議
場
に
充
て

6

れ
た
。

.

.
;
:■

.、

.

ー
七
ラ

•:
:

:
':

:

.

.へ

印
度
の
靡
史
忙
は
昔
か
ら
‘ブ
ラ
ミ
ン
ミ
袞
ふ
馏
侶

0

晴
級
.くク
ジ
ヤ
ト
リ
ア
^
云

ilag
^
B
a
B
^
g
^
J
a
-
i-'g

g
a
J
H
a
y
K

i-.

邊
ベs
-
i
^
u
l-
i
t
s
^
IJ
t-
s
G
J
H
J尸
 
1
严淒ーs
l
j
gぼ.
J
!f

こむ逆

の
階
級
ゼ
、ゲ

T

ィ
シ
ャ
と

1
.
K

ふ
農
商
の
階
級
上
、他
に
ス
：

1

ド
ラ
e

云
ふ
職
人
及
び
勞
働
者
の
階 

級
ぜ
の
四
.階

級

が
:?
)
:つ
ー
た
で
康
等
は
所
謂
種
姓(

c
a
s
t
e
)

ビ
辅
し
て
、宗
■敎
i

の
裁
可

(

を
經
た
る
嚴 

重
な
る
區
別
が

.

あ
つ
_

て
31
:

Ji
g

に
は
®

に
結
婚
を
許
さ
な
い
の

^

な
.

ら
申
、外
の
種
婢
の

*

の
m

 

炊
き
し
た

も
.
'0
5

U

へ
食
べ
な
い

€

云
ふ
や
ぅ

:S

嚴
重
な
る
社
會
上
の
：

K

別
が
あ
つ
れ
。
是
れ 

が
や
が
て
印
度
を
し
て
今
日

0

や
ぅ
な

«,

滯
し
、て
萎
靡
振
は

な

い
狀
態

—

に
陥
ら
し
办

rs

•主
な 

る
原
因
で
ぁ
る

。

' 

所

が

是

れ

と

^

似

寄

つ
た

社
會
上
の
階
級
が
、中
世
の
'歐
羅
巴
に
も
存
在
し 

て
、を
れ
ら
が
所
謂

『

種
族
會

』
(
E
s
t
a
t
e
s

 

o
f

 

t
h
e

 

R
£
m
)

を
開
い
て
居
つ
た
。

w

%

僧
侶
と
貴
族

(

貴 

族
は
地
主
ビ
軍
人

)

都
市
：
0

廣
人
、
#

落
の
自
由
民
及
び
隸
民
の
四
階
級
で
あ
る

‘
。

:

JI
f

c

缚
ra

の
階 

級
は
政
治
上
の
權
办
を

_

つ
て
居
な
か
つ
た
の
で
、令
れ
以
外
の

H

.

種
族
は
：所

.謂
三
部
會
即
ち 

.

國
會
を
開
い
た
。
即

.

ち

第
一
院
は
僧
侶
會
、第
，一
一
院
は
'

*

族
會
、第
.

三
院
は
.

庶
民
會
で
あ
る

。

M
 

れ
が
即
ち
宗
敫
家
、地
主
、商
人

.

の
#

階
級
を
代
表

17

た
る
國
會

'

で
あ
0

れ
。

メ
ー
ト
ラ
：ン
ド
は 

2:

猶
族
を
別
け
て
、祈
.
,
す

る

僧

®

戰
爭
す
る
貴
，族
、勞
作
す
る
 

'庶
民
：.0

謂
：で
あ
る
，ど
云
て
居
る 

英
國
に
も
丁
度
此
“通
れ
の
階
級
が
あ
る

.

0

で
あ
る
か
ら
奚
國
の
國
會
も
歐
齡

a

大
陸
.の
西 

，班
牙
、伊
太
利
、獅
逸
、怫
蘭
西
等
諸

_

の
種
：族
會

.

同
樣
に
ー

1

1

院
'制
度
に
な
る
ベ
き
で
ぁ
っ
た
が
、そ 

第十五*饴

(

ニ
三
さ
論
：
餽
英
國
國
會
制
度
の
起
原
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第

十

五

卷

(

ニ

三

八

)

.

:'
:

論

餽

英

国

會

製

の

趄

：
原

 

I

號

こ

、

れ
が
.

河
故
ニ
院
制
度
は
な

0

た
0

で
あ
る
か
；
Q

,
英

.
國

の

國

會

が

結

局

-:
院

制

度

に

落

付

ぃ

た
 

の
に
は
三
つ
の
趣

由

が

あ
る
。
第

一，
は
前

に
述
べ
ん
通

ぅ
に
英
國
の

僧
官
會
議

は
英
國
全
體 

0

會
議
に
な

6

ず

;^
て、カン
タ
パ
リ
ー
ビ
ヨ

.

1

ク
ビ
は

そ

れ
f

會

«

を
開
き
、而

も

そ

れ

は 

國

王

が

召

集

し

た

，の

で

な
i

其

の

地

方

々
f

の
大
僧
‘
IE

が

召

集

し

た

の

で

あ

る

か
I

れ
ら 

の
僧
^

會
«

は
.

遂

に

國
:t

の
m

成
分
子
に
，は
な
.

ら
夺
，，P
.
 

0

々
。

第
.
ニ

の
理
由
は
英
國
に
は
血
統
上
の
貴
族
は
な
い
>
,
佛
蘭
西
で

は
貴
族(

g
cr

^

^)

は
貴
ぶ
と 

し
て
の
特
別
の
階
級
を
作

〜
其
の
貴

族
の
.
子
R

生

れ

た
，者

は

悉
く

其

父

ょ
6

貴
族
た

る
資
格 

I

f

た
の
で

♦

る
1

國
で
ぼ
蓄
で
な
：い
。

英
國
で
は

* -

族
の
稱

_

は
：貴
族
の

|

 

以
外
に
は
な
い

o

貴
族
の

S

で
も
父
の
生
存
中

S

平
民
.

e
し
て
、中
に
は
：隨
分
庶

I

議 

員
：S

っ
S

も
#

く
な

i
i

s

下
は
勿
論
皆

S

で
あ
る
。

其

の

著

し

き

例

は

、ゥ
ィ 

ジ
ァ
I

I

 

S

の
：
f

自

分

は

.次

男

に

生

れ

た

の

を

非

常

に

喜
.ぶ
、何
故
な
ら
ば

S

さ
'

:き

同

I

 

I

.

S

て
演
說
_
す

る

こ
^

が

出

來

る
t

 

S

 

?

|

名
I

が
あ
る
。(

ビ
ッ 

f 
s

 
J

ム
f

 ；

後
I

f

 

一
 

生

の

大

部
f

庶
民
：院

の

人

で

あ

つ

た
0 

故
.に
*

切
に

'
运
へ
ば
、英
國
に
は
卑
統
上
の
貴
族
，階
級
な
る
も
の
は
な
い
ど
ち
云
、
る
。

-
• 

' 

.
.
.

 

- 

-
-
- 

- 

. 

nlj.alfs.-f 
■--« ..

.

.

.-
-
-
-
-
-
-
-

■

\

-

.
 

■

•
, 

'第f

一
 I'

ゆ
.
理
由
は
、小
地
主

.
は
前
に

述

ベ
*

0
於

に
摩
#
跋

ビ

.幕
命

を

典
に
せ
す
し
て
，都
市
の 

代
表
者
と
合
體
す
.る
や
ぅ
に

;̂
ダ

た
。
.
.
其
の
理
由
は
一
部
分
は
歐
治
的
で
あ
.つ

た
が

、

一
部
分 

は
社
寧
的
で
あ
つ

.1 2
9

,

政
治
的

0

理
由
の

中

に

ゅ
、小
貴
族
が

^

市
代

^

者
S

代
表
的

資
格
を 

典L
L

し
た
.
ビ
云

A
こ
ヒ
が

•*

る
が
、維
に
小
貴

.族
即
ち
州
の
：騎
士
 

S

都
市
の
代
表
者
€
の
共
通 

&

利
益
が
、往

//
に
し
て
國
家
の
貴
族
太
官
か

'•
&

彼
等
を
分

.離

せ

し

め

^
。
'

又

種

々

な

る

社

會
 

上
の
觀
情
が
、小
貴
族
を
結
局
大
貴
族
か

&

分
*

せ
し
め
た

.理
由
ビ
ぬ

0

た
己

€
は
、魄
に
餌
に 

述
べ
た
通
な
で
ぁ
る
？ 

0
C
て
★

族
.
.瞬

£

民
S

結
嚴
分
離
し

'/
2

時
紀
、州
の
代
敦
潜
と

#
 

市
の
代
表
潜

^

は
、本
來
 

ー| 
_

に
別
る
ベ

&

で
あ
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